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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則（※） （人事課取扱い）１

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月31日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第41号

鹿児島県事務処理規則の一部を改正する規則

鹿児島県事務処理規則（平成５年鹿児島県規則第16号）の一部を次のように改正する。

第22条第１項中「，農業開発総合センター茶業部大隅分場」を削り，同項の表中

「
大島児童相談所 大島支庁長

を
農業開発総合センター茶業部大隅分場 農業開発総合センター茶業部長

」

「
大島児童相談所 大島支庁長 に改める。

」

別表第１の１の項中第45号を第46号とし，第６号から第44号までを１号ずつ繰り下げ，第５

号の次に次の１号を加える。

 財務に関する事務 ○ ○ 所長

等の適正な管理及び

執行を確保するため

の方針等に関する事

務（法150①）

別表第１の17の項第６号中「非常勤職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」を加え，

同項中第12号を第14号とし，第７号から第11号までを２号ずつ繰り下げ，第６号の次に次の２

号を加える。

 会計年度任用職員 ○ ○ 所長

の任免

 会計年度任用職員 ○ ○ 所長

の給与の額の決定

別表第１の18の項事務の種類の欄中「営利規則」」の次に「，鹿児島県非常勤職員の勤務時

間，休暇等に関する規程（令和２年鹿児島県訓令第３号）を「規程」」を加え，同項第１号中

「及び介護時間」の次に「並びに規程第24条第２項第７号に規定する特別休暇」を，「介護休

暇」の次に「若しくは同項第６号に規定する特別休暇」を，「，介護時間」の次に「若しくは

同項第７号に規定する特別休暇」を加え，「14Ⅶ」を「14①Ⅶ」に改め，「19③」の次に「，

規程22④，24②Ⅰ，26，27③」を加え，同項第２号中「８」の次に「，規程９」を加え，同項

第３号中「８の８」の次に「，規程11，14，17」を加え，同項第４号中「及び再任用短時間勤

務職員の週休日」を「，再任用短時間勤務職員及び非常勤職員の週休日又は勤務を要しない日」
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に改め，「９」の次に「，規程２，３，４，５，６，７，８，20」を加え，同項第10号中「人

事記録カード，人事記録カード記載事項変更等届」を「身上異動届」に改め，「６②，」を削

り，同項第11号中「介護休暇一部取消報告書」を「介護休暇等一部取消報告書」に，「介護時

間一部取消報告書」を「介護時間等一部取消報告書」に改め，同表34の項第31号を削る。

別表第４の１の項中「職員手当」を「職員手当等」に改め，同表中３の項及び４の項を削

り，５の項を３の項とし，６の項から17の項までを２項ずつ繰り上げ，同表18の項中「補てん」

を「補塡」に改め，同項を同表16の項とし，同表中19の項を17の項とし，20の項から22の項ま

でを２項ずつ繰り上げ，同表23の項中「公課金」を「公課費」に改め，同項を同表21の項とし，

同表中24の項を22の項とする。

別表第５の１の項第１号中「賃金（庶務事務システムにより処理するものを除く。）」を削

り，同項第２号中「賃金（庶務事務システムにより処理するもののうち，これに係る業務を委

託しないものに限る。）」を削り，同項第19号中「補てん」を「，補塡」に改める。

別表第６秘書課の表中「秘書課」を「秘書課（行幸啓室を含む。）」に改める。

別表第６人事課（行政管理室を含む。）の表５の項第16号及び第17号中「，22①」を削り，

同項第19号中「29，30」を「26，27」に改め，同項第20号中「31②」を「28②」に改め，同項

第21号中「31②」を「28②③」に改め，同表８の項事務の種類の欄中「報酬等条例」」の次に

「，鹿児島県会計年度任用職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例（平成31年鹿児島県条

例第16号）を「会計年度給与等条例」」を加え，同項第４号中「非常勤職員」の次に「（会計

年度任用職員を除く。）」を加え，同項中第５号を第６号とし，第４号の次に次の１号を加え

る。

 会計年度任用職員 ○

の各職ごとの職務の

級の上限，上位の号

給の上限及び給料月

額又は報酬の額につ

いて知事が定めるも

のの決定及びそれに

係る人事委員会との

協議（会計年度給与

等条例５③④，８⑤）

別表第６人事課（行政管理室を含む。）の表13の項事務の種類の欄中「規則」」の次に「，

鹿児島県非常勤職員の勤務時間，休暇等に関する規程（令和２年鹿児島県訓令第３号）を「非

常勤規程」」を加え，同項第７号から第９号までの規定中「介護時間」の次に「若しくは非常

勤規程第24条第２項第７号に規定する特別休暇」を，「21①」の次に「，非常勤規程26③，28

①」を加え，同項第17号中「37」を「28」に改め，同表中21の項を22の項とし，20の項の次に

次の１項を加える。

21 地方自  財務に関 ○

治法（以 する事務等

下この項 の適正な管

中「法」 理及び執行

という。） を確保する

に基づく ための方針

財務に関 の策定，変

する事務 更及び公表

等の適正 （ 法 150①

な管理及 ③）

び執行を  財務に関 ○

確保する する事務等

ための方 の適正な管

針等に関 理及び執行
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する事務 を確保する

ための方針

並びにこれ

に基づき整

備した体制

について評

価した報告

書の作成及

び議会への

提 出 （ 法

150④⑥）

 財務に関 ○

する事務等

の適正な管

理及び執行

を確保する

ための方針

並びにこれ

に基づき整

備した体制

について評

価した報告

書の監査委

員への審査

の付託（法

150⑤）

 財務に関 ○

する事務等

の適正な管

理及び執行

を確保する

ための方針

並びにこれ

に基づき整

備した体制

について評

価した報告

書 の 公 表

（法150⑧）

別表第６学事法制課の表２の項第７号中「経由（法30，45，50②，64⑥，政令２①Ⅰ」を

「経由等（政令３①Ⅰ②」に改め，同項第９号中「認可」の次に「及びそれに係る意見の聴取」

を，「64⑤⑥⑦」の次に「〔31〕」を加え，同項第11号中「32①」を「32」に改め，同項第13

号中「経由（法45，64⑥，政令２①Ⅱ」を「経由等（政令３①Ⅱ②」に改め，同項第14号中

「法45，64⑥，政令３」を「政令４」に改め，同項中第15号を削り，第16号を第15号とし，第

17号を第16号とし，同号の次に次の１号を加える。

 学校法人が法第62 ○

条第１項の規定によ

る解散命令により解

散したときの清算人

の選任（法50の４②）
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別表第６学事法制課の表２の項第18号中「経由（法52，64⑤，政令２①Ⅲ②」を「経由等

（政令３①Ⅲ②」に改め，同項第20号中「法52②，64⑤，政令３Ⅱ」を「政令４Ⅱ」に改め，

同項第22号中「61①②」を「61〔60②③〕」に改め，同項第25号中「１」を「２」に改め，同

表７の項第11号中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改め，同表23の項第７号中「19，」を削

り，同表24の項第14号中「42，」を削る。

「 「
世界文化 １ 世界文

遺産の管理 化遺産の

保全，普及 管 理 保

啓発及び情 全，普及
別表第６世界文化遺産課の表事務の種類の欄中 を に

報発信に関 啓発及び

する事務 情報発信

に関する

事務
」 」

改め，同表に次の１項を加える。

２ 通訳案  地域通訳 ○

内 士 法 案内士（世

（昭和24 界文化遺産

年法律第 に係るもの

210号） に限る。以

の施行に 下この項に

関する事 お い て 同

務 じ。）の登

この項 録並びにそ

中通訳案 の拒否及び

内士法を それに関す

「法」， る意見聴取

通訳案内 （法57〔20，

士法施行 21〕）

規則（昭  地域通訳 ○

和24年運 案内士登録

輸省令第 証の交付，

27号）を 訂正及び再

「省令」 交付（法57

という。 〔22，23②，

24〕）

 地域通訳 ○

案内士の登

録の取消し

等及び通知

（ 法 5 7

〔25〕，省

令 3 7〔 2 2

①〕）

 地域通訳 ○

案内士の登

録 の 消 除

（ 法 5 7

〔26〕）

 地域通訳 ○
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案内士登録

簿の閲覧の

承認（法57

〔27〕）

 地域通訳 ○

案内士の知

識及び能力

の維持向上

に関する措

置 （ 法 5 9

〔33②〕）

 地域通訳 ○

案内士から

の報告の徴

収 （ 法 5 9

〔34〕）

 登録証の ○

回収（省令

37〔22②〕）

 登録簿の ○

登録の訂正

等（省令37

〔23〕）

別表第６国際交流課の表第３号中「８①③」を「８①②」に改める。

別表第６環境林務課（地球温暖化対策室を含む。）の表中22の項を23の項とし，21の項を22

の項とし，20の項を21の項とし，19の項の次に次の１項を加える。

20 気候変 地域気候変 ○

動適応法 動適応計画の

（平成30 策定（法12）

年法律第

50号。以

下この項

中「法」

という。）

の施行に

関する事

務

別表第６廃棄物・リサイクル対策課の表９の項第８号中「（法47③」を「及び主務大臣への

通知（法47③④」に改め，同項中第13号を第14号とし，第12号の次に次の１号を加える。

 関係行政機関の長 ○

等に対する資料提出

の要求等（法93②）

別表第６自然保護課（奄美世界自然遺産登録推進室を含む。）の表５の項第２号中「７の２」

を「７の２①③」に改め，同項第11号中「15④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑬，省令15①②③⑤⑥⑦⑧」を

「15④⑤⑥⑦⑨⑩⑪〔９④⑦，10②〕⑬，省令15」に改め，同項第13号中「登録」を「飼養の

登録及び登録」に，「法」を「法19①③，」に改め，同項第14号中「許可」の次に「及び許可」

を加え,「24⑨⑩」を「24②③④⑤⑨⑩〔19②〕」に改め，同項第32号中「51」を「51①②③」

に改め，同項第34号中「57」を「57①③」に改め，同項第36号中「61」を「61〔57①③，58〕」

に改め，同項第43号中「73②」を「73②〔73①〕」に改め，同項中第47号を削り，第48号を第

47号とし，同項第49号中「59」を「59〔51②〕」に改め，同号を同項第48号とし，同項中第50
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号を第49号とし，第51号を第50号とする。

別表第６保健医療福祉課の表４の項第50号を次のように改める。

 対象区域等ごとの ○ 地域振

協議の場の設置及び 興局長

外来医療に係る医療 支庁

提供体制の確保に関 長

する関係者との協議

並びにその結果の公

表（法30の18の２）

別表第６保健医療福祉課の表４の項第52号中「42の２」を「42の２①」に改め，同項第53号

中「42の３」を「42の３①」に改め，同項第107号中「の処理」を「及び診療用粒子線照射装

置届の処理」に改め，「25」の次に「，25の２」を加え，同項第109号中「診療用放射線照射

装置備付届」を「診療用放射線照射器具備付届」に改め，同項第114号及び第115号中「診療用

高エネルギー放射線発生装置」の次に「，診療用粒子線照射装置」を加え，同表５の項第２号

中「７⑤⑨⑪⑫」を「７④⑧⑩⑪」に改め，同表中24の項から27の項までを削り，28の項を24

の項とし，同表29の項事務の種類の欄中「救急病院を定める省令」を「救急病院等を定める省

令」に改め，同項を同表25の項とし，同表30の項及び31の項を削る。

別表第６保健医療福祉課の表の次に次の１表を加える。

医師・看護人材課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ 医療法 地域医療対 ○

（昭和23 策協議会の設

年法律第 置並びに医師

205号） の確保に関す

の施行に る関係者との

関する事 協議及び協議

務 が調った事項

の公表（法30

の23①）

２ 医師法  臨床研修 ○

（昭和23 病院の指定

年法律第 及び厚生労

201号） 働大臣への

の施行に 通知（法16

関する事 の２①，省

務 令６の２）

この項  臨床研修 ○

中医師法 病院の変更

を「法」， の届出の処

医師法施 理（省令８）

行令（昭  臨床研修 ○

和28年政 病院の研修

令第382 プログラム
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号 ） を の変更又は

「政令」， 新設の届出

医師法第 の処理（省

16条の２ 令９①②③

第１項に ⑤）

規定する  臨床研修 ○

臨床研修 病院からの

に関する 当該病院に

省令（平 関する報告

成14年厚 書 の 処 理

生労働省 （省令12）

令第158  臨床研修 ○

号 ） を 病院の指定

「省令」 の取消し及

という。 び厚生労働

大臣への通

知（法16の

２④，省令

15）

 臨床研修 ○

病院ごとの

研修医の定

員 の 設 定

（法16の３

③）

 臨床研修 ○

病院ごとの

研修医の定

員を定める

場合の厚生

労働大臣へ

の通知（法

16の３⑤）

 臨床研修 ○

病院ごとの

研修医の定

員の当該病

院への通知

（省令16）

 臨床研修 ○

病院に対す

る報告の徴

収，指示及

び実地調査

並びにその

内容の厚生

労働大臣へ

の通知（法

16の４①，

省令17①②
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④）

３ 旧県立 卒業証明書， ○

保健看護 成績証明書そ

学校に係 の他の証明書

る証明書 の交付

の交付に

関する事

務

４ 保健師  保健婦， ○

助産師看 助産婦又は

護 師 法 看護婦の旧

（昭和23 規則等によ

年法律第 る免許及び

203号） 登録に関す

の施行に る事務（法

関する事 51，52，53，

務 60）

この項  保健師養 ○

中保健師 成所，助産

助産師看 師養成所及

護師法を び看護師養

「法」， 成所（以下

保健師助 こ の 項 中

産師看護 「看護師等

師法施行 養成所」と

令（昭和 いう。）の

28年政令 指定及びそ

第386号） の取消し並

を 「 政 びに厚生労

令」，保 働大臣への

健師助産 報告（法19

師看護師 Ⅱ，20Ⅱ，

法施行規 21Ⅲ，政令

則（昭和 11②，16）

26年厚生  准看護師 ○

省令第34 養成所の指

号 ） を 定及びその

「省令」 取消し（法

という。 22Ⅱ，政令

20〔16〕）

 保健師， ○

助産師若し

くは看護師

（以下この

項中「保健

師等」とい

う。）又は

准看護師か

らの業務従

事者届の処
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理（法33）

 保健師等 ○

の免許申請

書 の 経 由

（政令１の

３①）

 保健師等 ○

の籍訂正及

び免許証の

書換え交付

申請書の経

由（政令３

⑤，６④）

 保健師等 ○

の籍登録抹

消申請書の

経由（政令

４③，５②）

 保健師等 ○

の免許証再

交付申請書

の経由（政

令７⑥）

 保健師等 ○

の免許証の

経由（政令

７⑥，８⑤）

 指定看護 ○

師等養成所

の指定に係

る変更の承

認及び届出

の処理並び

に厚生労働

大臣への報

告（政令13）

 指定看護 ○

師等養成所

の設置者か

らの報告の

処理及び厚

生労働大臣

へ の 報 告

（政令14）

 指定看護 ○

師等養成所

の設置者等

からの報告

の徴収及び

当該設置者
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等に対する

指示（政令

15）

 指定准看 ○

護師養成所

の指定に係

る変更の承

認及び届出

の処理（政

令20〔13①

②〕）

 指定准看 ○

護師養成所

からの報告

の処理（政

令 20〔 14

①〕）

 指定准看 ○

護師養成所

の設置者等

からの報告

の徴収及び

当該設置者

等に対する

指示（政令

20〔15〕）

５ 看護職  修学資金 ○

員等修学 を貸与しよ

資金貸与 うとする者

条例（昭 の募集

和37年鹿  修学資金 ○

児島県条 を貸与する

例第８号） 者の決定及

の施行に び通知（規

関する事 則３）

務  修学資金 ○

この項 の貸与契約

中看護職 の締結及び

員等修学 解除（条例

資金貸与 ２，６①）

条 例 を  修学資金 ○

「条例」， の貸与の休

看護職員 止及び保留

等修学資 （条例６②

金貸与条 ③）

例施行規  修学生の ○

則（昭和 学業成績証

37年鹿児 明書の処理

島県規則 （条例13）

第92号）  修学生の ○
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を「規則」 氏名，住所

という。 等の変更等

の届出の処

理（規則14

①②③）

 修学資金 ○

の貸与を受

けた者の就

業届の処理

（規則14④）

 修学資金 ○

の返還の債

務の当然免

除（条例７）

 修学資金 ○

の返還の債

務の裁量免

除及び履行

の猶予（条

例９，11）

 修学資金 ○

の返還通知

６ 准看護  准看護師 ○

師試験及 試験実施要

び免許に 綱の策定

関する事  准看護師 ○

務 試験の実施

この項 （法18）

中保健師  准看護師 ○

助産師看 試験委員の

護師法を 任命及び解

「法」， 任（法25①，

保健師助 条例１）

産師看護  准看護師 ○

師法施行 試験願書の

令を「政 処理

令」，保  准看護師 ○

健師助産 試験合格証

師看護師 明書の交付

法施行規 （省令30①）

則を「省  准看護師 ○

令」，鹿 の免許及び

児島県准 登録（法８，

看護師試 11，12④）

験委員条  准看護師 ○

例（昭和 の籍訂正並

29年鹿児 びに免許証

島県条例 の書換え交

第１号） 付及び再交

を 「 条 付（政令３
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例」，保 ③，６②，

健師助産 ７②）

師看護師  准看護師 ○

法施行細 に対する戒

則（昭和 告，業務の

63年鹿児 停止及び免

島県規則 許の取消し

第64号） 並びにそれ

を「規則」 らに係る意

という。 見の聴取及

び弁明の聴

取（法14②，

15②⑯）

 戒告若し ○

くは業務の

停止を受け

た准看護師

又は准看護

師に係る再

免許を受け

ようとする

者に対する

再教育研修

の受講命令

（法15の２

②）

 准看護師 ○

再教育研修

を修了した

旨 の 登 録

（法15の２

④）

 准看護師 ○

再教育研修

修了登録証

の交付，書

換え交付及

び 再 交 付

（法15の２

⑤，規則５

①，６①）

 准看護師 ○

の 再 免 許

（法14③）

 准看護師 ○

の免許の取

消しを適当

と認める旨

又は業務の

停止処分に
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係る内容等

の関係都道

府県知事へ

の通知（政

令９）

 准看護師 ○

の籍の登録

事項の変更

に係る訂正

及び登録の

抹消並びに

関係都道府

県知事への

送付（政令

３③⑤，４

②③，５）

 准看護師 ○

の免許証の

回収及び関

係都道府県

知事への送

付（政令７

⑤，８②④

⑤）

７ へき地  修学資金 ○

勤務医師 の貸与契約

等修学資 の締結（条

金貸与条 例３）

例（昭和  修学資金 ○

49年鹿児 の貸与契約

島県条例 の解除及び

第47号） 貸与の休止

の施行に （条例７）

関する事  修学資金 ○

務 の返還の当

この項 然免除（条

中へき地 例８①）

勤務医師  修学資金 ○

等修学資 の返還の裁

金貸与条 量免除（条

例を「条 例10）

例」，へ  修学資金 ○

き地勤務 の返還の債

医師等修 務の履行の

学資金貸 猶予（条例

与条例施 11）

行 規 則  修学資金 ○

（昭和49 の貸与者の

年鹿児島 決定（規則

県規則第 ４）
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75号）を  修学生か ○

「規則」 らの氏名の

という。 変更，退学

等の届出の

処理（規則

14）

８ 自治医  自治医科 ○

科大学に 大学鹿児島

関する事 県入学試験

務 委員会委員

の申出

 自治医科 ○

大学卒業生

の臨床研修

の実施の決

定

 自治医科 ○

大学卒業医

師の専門研

修の実施の

決定

 自治医科 ○

大学卒業医

師の公的医

療機関への

派遣

 自治医科 ○

大学生の夏

期実習の実

施の決定

別表第６社会福祉課の表６の項中第40号を第42号とし，第35号から第39号までを２号ずつ繰

り下げ，同項第34号中「78の２」を「78の２①②」に改め，同号を同項第36号とし，同項中第

33号を第35号とし，第30号から第32号までを２号ずつ繰り下げ，第29号の次に次の２号を加え

る。

 被保護者就労支援 ○ 地域振

事業の実施（法55の 興局長

７①） 支庁

長

 被保護者健康管理 ○ ○ 地域振 課長は，

支援事業の実施及び 興局長 本庁が実

当該事業の事務の委 支庁 施するも

託（法55の８〔55の 長 のに限る。

７②〕）

別表第６健康増進課の表５の項事務の種類の欄中「法」」の次に，「，健康増進法の一部を

改正する法律（平成30年法律第78号）を「改正法」」を，「省令」」の次に「，健康増進法施

行規則等の一部を改正する省令（平成31年厚生労働省令第17号）を「改正省令」」を加え，同

項第10号を次のように改める。

 特定施設等におけ ○ 保健所

る喫煙の中止又は喫 長（指

煙禁止場所からの退 宿保健
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出命令（法29②） 所長，

出水保

健 所

長，大

口保健

所長及

び志布

志保健

所長を

除く。）

別表第６健康増進課の表５の項中第13号を第19号とし，同項第12号中「32①②④」を「66①

②④」に改め，同号を同項第18号とし，同項第11号中「特別用途食品」の次に「等」を加え，

「27①」を「61①，66③」に改め，同号を同項第17号とし，同項第10号の次に次の６号を加え

る。

 特定施設等の管理 ○ ○ 保健所

権原者等に対する指 長（指

導及び助言（法31） 宿保健

所長，

出水保

健 所

長，大

口保健

所長及

び志布

志保健

所長を

除く。）

 特定施設等の管理 ○

権原者等に対する勧

告，その勧告に従わ

ない旨の公表及びそ

の勧告に係る措置命

令（法32）

 喫煙専用室設置施 ○

設等の管理権原者等

に対する勧告，その

勧告に従わない旨の

公表及びその勧告に

係る措置命令（法34，

改正法附則３①）

 喫煙目的室設置施 ○

設の管理権原者に対

する勧告，その勧告

に従わない旨の公表

及びその勧告に係る

措置命令（法36）

 特定施設等の管理 ○ ○ 保健所

権原者等に対する報 長（指

告の要求，立入検査 宿保健

等の実施（法38①， 所長，
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改正法附則２⑤，３ 出水保

③） 健 所

長，大

口保健

所長及

び志布

志保健

所長を

除く。）

 喫煙可能室設置施 ○ 保健所

設の届出の処理（改 長（指

正省令附則２⑥⑦⑧） 宿保健

所長，

出水保

健 所

長，大

口保健

所長及

び志布

志保健

所長を

除く。）

別表第６健康増進課の表に次の１項を加える。

15 食品表  食品関連 ○ ○ 保健所 保健所

示法（平 事業者に対 長（指 長は，

成25年法 する食品表 宿保健 指示の

律第70号） 示基準を遵 所長， 実施に

の施行に 守すべき旨 出水保 限る。

関する事 の指示及び 健 所

務のうち その旨の公 長，大

保健事項 表並びに消 口保健

表示の適 費者庁長官 所長及

正化に関 へ の 報 告 び志布

する事務 （法６①③， 志保健

この項 ７，政令７ 所長を

中食品表 ①Ⅰ③） 除く。）

示 法 を  食品関連 ○ ○ 保健所 保健所

「法」， 事業者に対 長（指 長は，

食品表示 する指示に 宿保健 措置命

法第15条 係る措置命 所長， 令の実

の規定に 令及びその 出水保 施に限

よる権限 旨の公表並 健 所 る。

の委任等 びに消費者 長，大

に関する 庁長官への 口保健

政令（平 報告（法６ 所長及

成27年政 ⑤，７，政 び志布

令第68号） 令７①Ⅱ③） 志保健

を「政令」 所長を

という。 除く。）

 食品関連 ○ ○ 保健所 保健所
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事業者等に 長（指 長は，

対する食品 宿保健 回収及

の回収その 所長， び業務

他必要な措 出水保 の停止

置命令及び 健 所 命令の

業務の全部 長，大 実施に

又は一部の 口保健 限る。

停止命令並 所長及

びにその旨 び志布

の公表並び 志保健

に消費者庁 所長を

長官への報 除く。）

告（法６⑧，

７，政令７

①Ⅲ③）

 食品関連 ○ ○ 保健所 保健所

事業者等か 長（指 長は，

らの報告の 宿保健 報告の

徴収，立入 所長， 徴収，

検査，質問 出水保 立入検

及び収去並 健 所 査，質

びに消費者 長，大 問及び

庁長官への 口保健 収去の

報告（法８ 所長及 実施に

①，政令７ び志布 限る。

①ⅣⅤⅥ③） 志保健

所長を

除く。）

 収去した ○

食品の試験

に関する事

務の委託及

び消費者庁

長官への報

告（法８⑦，

政令７①Ⅵ

③）

 販売の用 ○ ○ 保健所 保健所

に供する食 長（指 長は，

品（酒類を 宿保健 申出の

除く。）に 所長， 受理及

関する表示 出水保 び調査

についての 健 所 の実施

申出の受理 長，大 に限る。

及び調査並 口保健

びに消費者 所長及

庁長官への び志布

報告（法12 志保健

①③，政令 所長を

７①Ⅶ⑥） 除く。）
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別表第６生活衛生課の表１の項中第27号を第30号とし，第17号から第26号までを３号ずつ繰

り下げ，第16号を第18号とし，同号の次に次の１号を加える。

 法又は法に基づく ○

処分に違反した者の

名称等の公表（法63）

別表第６生活衛生課の表１の項中第15号を削り，第14号を第17号とし，第２号から第13号ま

でを３号ずつ繰り下げ，第１号を第４号とし，同号の前に次の３号を加える。

 指定成分等含有食 ○ 保健所

品による健康被害等 長

情報の届出の処理

（法８①）

 指定成分等含有食 ○

品による健康被害等

情報の届出に係る事

項の厚生労働大臣へ

の報告（法８②）

 指定成分等の摂取 ○ 保健所

によると疑われる人 長

の健康に係る被害に

関する調査（法８③）

別表第６生活衛生課の表８の項第２号中「並びに」を「，」に改め，「抹消」の次に「，登

録等の通知並びに書類の提出要求」を加え，「13」を「13①②③」に改め，同項第３号中「処

理」の次に「，変更に係る登録，登録の拒否及びそれらの通知並びに書類の提出要求」を，

「14」の次に「〔11，12〕」を加え，同項第６号中「停止命令」の次に「及びそれらに係る通

知」を，「19」の次に「〔12②〕」を加え，同項第８号を削り，同項第７号中「開催」の次に

「及びその通知」を加え，同号を同項第８号とし，同号の前に次の１号を加える。

 動物に関する届出 ○ 保健所

の処理（法21の５②） 長

別表第６生活衛生課の表８の項第９号中「22の６③」を「22の６」に改め，同項第10号中

「23」を「23①②④」に改め，同項中第12号を削り，第11号を第12号とし，同号の前に次の１

号を加える。

 第一種動物取扱業 ○

者に対する動物の管

理の方法等の改善等

の勧告に従わなかっ

たときの公表（法23

③）

別表第６生活衛生課の表８の項第13号から第15号までを次のように改める。

 第一種動物取扱業 ○ 保健所

者であった者に対す 長

る動物の健康及び安

全が害されること等

の防止の勧告及び命

令（法24の２①②）

 第一種動物取扱業 ○ 保健所

者であった者に対す 長

る報告の要求及び立

入検査の実施（法24

の２③）

 第二種動物取扱業 ○ 保健所
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の届出（変更の届出 長

を含む。）の処理

（法24の２の２，24

の３，省令10の６③）

別表第６生活衛生課の表８の項中第32号を第38号とし，第18号から第31号までを６号ずつ繰

り下げ，同項第17号中「取消し」の次に「並びに書類の提出要求」を加え，「26，27，28①」

を「26①，27②，28①②」に改め，同号を同項第23号とし，同項第16号中「（法25」を「等

（法25②③④⑦」に改め，同号を同項第21号とし，同号の次に次の１号を加える。

 周辺の生活環境の ○ 保健所

保全等のための報告 長

の要求及び立入検査

の実施等（法25⑤⑦）

別表第６生活衛生課の表８の項第15号の次に次の５号を加える。

 第二種動物取扱業 ○ 保健所

の廃止等の届出の処 長

理（法24の４①〔16

①〕）

 第二種動物取扱業 ○ 保健所

者に対する動物の管 長

理の方法等の改善の

勧告及び命令（法24

の４①〔23①④〕）

 第二種動物取扱業 ○

者に対する動物の管

理の方法等の改善等

の勧告に従わなかっ

ときの公表（法24の

４①〔23③〕）

 第二種動物取扱業 ○ 保健所

者に対する報告の要 長

求及び立入検査の実

施（法24の４①〔24

①〕）

 周辺の生活環境の ○ 保健所

保全等のための必要 長

な指導又は助言（法

25①）

別表第６生活衛生課の表９の項事務の種類の欄中「動物の愛護及び管理に関する条例」を

「鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条例」に，「動物の愛護及び管理に関する条例施行規

則」を「鹿児島県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」に改め，同項第５号中「立入調

査」の次に「等」を加える。

別表第６生活衛生課の表21の項第１号中「計画的整備」を「基盤の強化」に，「２の２①」

を「２の２②」に改め，同項中第23号を第27号とし，第12号から第22号までを４号ずつ繰り下

げ，同項第11号中「（法35①」を「及びそれに係る弁明の機会の付与（法35①③」に改め，同

号を同項第15号とし，同項中第10号を第14号とし，第７号から第９号までを４号ずつ繰り下げ，

同項第６号中「水道事業」の次に「又は水道用水供給事業」を加え，「11②，政令14①」を

「11③，31，政令14①②」に改め，同号を同項第10号とし，同項第５号中「11」を「11①」に

改め，同号を同項第９号とし，同項中第４号を第８号とし，第３号を第７号とし，第２号を第

６号とし，第１号の次に次の４号を加える。

 水道基盤強化計画 ○
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の策定（変更を含む。

以下この項中同じ。）

(法５の３①⑩)

 水道基盤強化計画 ○

の策定に関する市町

村等の同意の取得手

続(法５の３④⑩)

 水道基盤強化計画 ○

の策定に関する広域

的連携等推進協議会

からの意見の聴取，

厚生労働大臣への報

告，市町村等への通

知及び公表（法５の

３⑦⑧⑨⑩）

 広域的連携等推進 ○

協議会の組織(法５

の４①)

別表第６薬務課の表３の項第１号中「，政令33の２」を削り，同項第２号及び第３号を次の

ように改める。

 毒物又は劇物の製 ○

造業又は輸入業の登

録（法４①）

 毒物又は劇物の販 ○ 保健所

売業の登録（法４①） 長

別表第６薬務課の表３の項第４号を削り，同項第５号中「製剤製造業者等」を「製造業又は

輸入業」に，「４①③④，政令36の７①Ⅰ」を「４③」に改め，同号を同項第４号とし，同

号の次に次の１号を加える。

 毒物又は劇物の販 ○ 保健所

売業の登録の更新 長

（法４③）

別表第６薬務課の表３の項第６号中「毒物又は劇物の製剤製造業者等及び販売業者」を「毒

物劇物営業者」に改め，「，政令36の７①Ⅱ」を削り，同項第７号を削り，同項第８号中「８

①」を「８①Ⅲ，22④」に改め，同号を同項第７号とし，同号の次に次の１号を加える。

 毒物又は劇物の製 ○

造業者又は輸入業者

の登録の変更（法９

①）

別表第６薬務課の表３の項第12号を削り，同項第11号中「又は」の次に「研究所等への」を

加え，「指示」を「実施」に，「17①②，政令36の７①Ⅱ」を「18①」に改め，同号を同項第

12号とし，同項第10号中「17②」を「18①」に改め，同号を同項第11号とし，同項第９号中

「毒物又は劇物の販売業者」を「毒物劇物営業者」に，「15の３」を「15の３，22④」に改め，

同号を同項第10号とし，同号の前に次の１号を加える。

 特定毒物研究者の ○ ○ 保健所 係長は，

変更及び廃止の届出 長 本庁が処

の受理（法10②） 理するも

のに限る。

別表第６薬務課の表３の項第15号を削り，同項第14号中「毒物又は劇物の販売業」を「毒物

劇物営業者」に，「取消し及び」を「取消し，」に改め，同号を同項第15号とし，同項第13号

中「毒物又は劇物の販売業」を「毒物劇物営業者」に改め，「，政令36の７①Ⅱ」を削り，同
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号を同項第14号とし，同号の前に次の１号を加える。

 毒物劇物営業者等 ○ ○ 保健所 課長は，

が有する設備につい 長 本庁が処

ての必要な措置命令 理するも

又は毒物劇物取扱責 のに限る。

任者の変更命令（法

19①③，22④）

別表第６薬務課の表３の項第16号中「毒物劇物販売業者等の登録失効届出」を「毒物劇物営

業者等の登録の失効届出等」に改め，「，政令36の７①Ⅱ」を削り，同項第17号中「業務上」

を「の業務上」に，「又は廃止及び変更届出」を「及び廃止又は変更の届出」に，「22①③④」

を「22①③」に改め，同項第18号中「毒物又は劇物の業務上取扱者」を「シアン化ナトリウム

等の業務上の取扱者」に改め，同項第19号中「11，13」を「11Ⅰ，13Ⅰ」に改め，同項第20号

中「16，18」を「16Ⅰ，18Ⅰ」に改め，同項第21号中「22，24」を「22Ⅰ，24Ⅰ」に改め，同

項第22号中「燐化アルミニウム」を「りん化アルミニウム」に，「製剤」を「製剤の」に，
りん

「28，30」を「28Ⅰ，30Ⅱ」に改め，同項第23号中「毒物劇物販売業者及び特定毒物研究者」

を「毒物劇物営業者等」に，「及び許可証」を「等」に改め，「書換え」の次に「交付」を，

「返納」の次に「の処理」を加え，同項第24号中「通知」を「通知等」に改める。

別表第６子育て支援課の表２の項第16号中「認可」の次に「（変更の認可を含む。）」を加

え，同項第18号中「報告請求，質問及び立入検査」を「報告の要求，立入検査等の実施」に改

め，同項第54号中「245の４」を「245の４①」に改め，同号を同項第58号とし，同項中第53号

を第57号とし，第49号から第52号までを４号ずつ繰り下げ，第47号及び第48号を削り，同項第

46号中「勧告」を「勧告等」に，「58②③④〔56⑤」を「58②Ⅲ④〔56⑨⑩⑪」に改め，同号

を同項第52号とし，同項第45号中「58②」を「58②ⅠⅡ」に改め，同号を同項第51号とし，同

項第44号中「56の３」の次に「，56の５〔社会福祉法58③〕」を加え，同号を同項第50号とし，

同項中第43号を第49号とし，第35号から第42号までを６号ずつ繰り下げ，同項第34号中「58」

を「58①」に改め，同号を同項第37号とし，同号の次に次の３号を加える。

 国等以外の者の施 ○

設の設置の認可に係

る県児童福祉審議会

の意見の聴取（法35

⑥）

 国等以外の者の施 ○

設の設置の認可に係

る市町村長との協議

（法35⑦）

 国等以外の者の施 ○

設の設置の認可をし

ない場合の通知（法

35⑨）

別表第６子育て支援課の表２の項中第33号を第36号とし，第32号の次に次の３号を加える。

 病児保育事業に係 ○

る届出の処理（法34

の18）

 病児保育事業を行 ○

う者に対する報告の

要求，立入調査等の

実施（法34の18の２

①）

 病児保育事業を行 ○

う者に対する事業の
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制限又は停止命令

（法34の18の２③）

別表第６子育て支援課の表８の項第５号中「32①」を「32」に改め，同項中第７号を削り，

第８号を第７号とし，第９号を第８号とし，同号の次に次の１号を加える。

 学校法人の清算人 ○

の選任（法50の４②）

別表第６子育て支援課の表８の項第12号中「61①②」を「61〔60②③〕」に改め，同項第15

号中「１」を「２」に改め，同項第16号中「経由」を「経由等」に，「２①Ⅰ」を「３①Ⅰ②」

に改め，同項第17号中「経由」を「経由等」に，「２①Ⅱ」を「３①Ⅱ②」に改め，同項第18

号中「経由」を「経由等」に，「２①Ⅲ②」を「３①Ⅲ②」に改め，同項第19号中「３Ⅰ」を

「４Ⅰ」に改める。

別表第６高齢者生き生き推進課の表１の項第29号中「細則３②」を「規則３②〔３①〕」に

改め，同号を同項第30号とし，同項第28号中「細則」を「規則」に改め，同号を同項第29号と

し，同項第27号中「細則」を「規則」に改め，同号を同項第28号とし，同項中第26号を第27号

とし，第25号を第26号とし，第24号を第25号とし，同項第23号中「調査」を「立入検査等」に

改め，同号を同項第24号とし，同項中第22号を第23号とし，第13号から第21号までを１号ずつ

繰り下げ，同項第12号中「19」を「19①」に改め，同号を同項第13号とし，同項中第11号を第

12号とし，第10号の次に次の１号を加える。

 認知症対応型老人 ○

共同生活援助事業を

行う者に対する改善

命令（法18の２①）

別表第６商工政策課の表中「商工政策課」を「商工政策課（商店街活性化推進室を含む。）」

に改め，同表に次の１項を加える。

15 商工会  事業継続 ○

及び商工 力強化支援

会議所に 計画の認定

よる小規 並びに公表

模事業者 及び経済産

の支援に 業大臣への

関する法 通知（法５

律（平成 ①⑥⑦）

５年法律  事業継続 ○

第51号。 力強化支援

以下この 計画の変更

項中「法」 の認定及び

という。） 認定の取消

の施行に し等（法６

関する事 〔５⑥⑦〕）

務  経営発達 ○

支援計画の

認定（変更

の認定を含

む。）に係

る経済産業

大臣への意

見 の 申 述

（法７⑦，

８③）

 事業継続 ○
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力強化支援

事業の実施

状況の報告

の徴収（法

11①）

別表第６経営金融課の表中「経営金融課」を「中小企業支援課」に改め，同表７の項第１号

中「７④」を「７⑭」に改め，同項第２号中「９①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑮」を「９①②③④⑤⑥

⑦⑧⑨⑭⑮⑯⑰⑲」に改め，同項第３号中「12①③⑤⑦⑨⑩⑪⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗

㉘㉙㉚㉛」を「12①③⑤⑦⑨⑩⑪⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉝㉟㊱㊲」に改め，

同項第４号中「13①③④⑤⑥」を「13①③④⑤⑥⑧⑨⑪⑫」に改め，同項第５号中「13⑦⑧」

を「13⑬⑭」に改め，同項第７号中「17①④，18①②③④⑦」を「17①⑤，18①②③④⑦⑧⑩」

に改め，同項第８号中「19①③」を「19①②④」に改める。

別表第６産業立地課の表１の項第１号中「４①④，４の２①」を「10①④，11①」に改め，

同項第２号中「４⑤，４の２③」を「10⑤，11③」に改め，同項第３号中「４⑥」を「10⑥」

に改め，同項第４号中「５④，５の２①」を「12④，13①」に改め，同項第５号中「５⑤，５

の２②〔４の２③〕」を「12⑤，13②〔11③〕」に改め，同項第６号中「37①⑤」を「67①⑤」

に改め，同項第７号中「37④⑤」を「67④⑤」に改め，同項第８号中「38①，39②」を「68①，

69②」に改め，同項第９号中「38②」を「68②」に改め，同項第10号中「38④⑥，39③」を

「68④⑥，69③」に改め，同項第11号中「39②」を「69②」に改め，同項第14号を削る。

別表第６外国人材受入活躍支援課の表外国人材の受入れ・共生に関する施策の企画及び総合

調整並びに実施に関する事務の項中「共生」を「活躍」に改め，同項に次の１号を加える。

 ベトナム人材の受 ○ ベトナム

入れ・活躍に関する 人材受入

企画及び調整 推進監専

決

別表第６水産振興課の表11の項を次のように改める。

11 卸売市  中央卸売 ○

場法（昭 市場及び地

和46年法 方卸売市場

律第35号） の開設者か

の施行に らの報告等

関する事 の徴収及び

務 立入検査の

この項 実施（法12

中卸売市 ②，14，17，

場 法 を 政令３①）

「法」，  地方卸売 ○

卸売市場 市場の開設

法施行令 の認定及び

（昭和46 公示等（法

年政令第 13①⑤⑥，

221号 ） 14〔８②〕）

を「政令」  地方卸売 ○

という。 市場の休止

及び廃止の

届出の処理

並びに認定

の失効の公

示 （ 法 1 4

〔 ７ ， ８
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③〕）

 地方卸売 ○

市場の業務

規程の変更

の認定（法

14〔６①〕）

 地方卸売 ○

市場の開設

者に対する

業務の措置

命令（法14

〔10〕）

 地方卸売 ○

市場の認定

の取消し及

び公示（法

14〔11〕）

別表第６水産振興課の表12の項を削り，同表13の項第５号中「30①」を「21①」に改め，同

項を同表12の項とし，同表中14の項を13の項とし，15の項から23の項までを１項ずつ繰り上げ，

同表24の項第７号中「100①」の次に「，100の８①」を加え，同項第21号中「48②」を「48②

③」に改め，「，86②」を削り，同項第22号中「，86②」を削り，同項第26号中「，漁業生産

組合」及び「，86④」を削り，同項第27号中「64①，65①，86③」を「64，65①」に改め，同

項第28号及び第29号中「，86③」を削り，同項第30号中「86④，91の２②③」を「91②③」に

改め，同項第31号中「86④，91の２⑤」を「91⑤」に改め，同項第52号を同項第53号とし，同

項第51号中「１①」を「１」に改め，同号を同項第52号とし，同項中第50号を第51号とし，第

42号から第49号までを１号ずつ繰り下げ，同項第41号中「組合」の次に「及び漁業生産組合」

を加え，同号を同項第42号とし，同項第40号中「組合」の次に「及び漁業生産組合」を加え，

同号を同項第41号とし，同項第39号中「（漁業生産組合を除く。）」を削り，同号を同項第40

号とし，同項第38号中「組合」の次に「及び漁業生産組合」を加え，同号を同項第39号とし，

同項第37号を同項第38号とし，同項第36号中「組合」の次に「及び漁業生産組合」を加え，同

号を同項第37号とし，同項第35号中「91の３②」を「91の２②」に改め，同号を同項第36号と

し，同項中第34号を第35号とし，第33号を第34号とし，第32号の次に次の１号を加え，同項を

同表23の項とする。

 漁業生産組合の定 ○ 水産団体

款の変更等の届出の 指導監専

処理（法84の７②， 決

85の２④，85の４②，

85の５③，85の14，

86の９）

別表第６水産振興課の表中25の項を24の項とし，26の項から30の項までを１項ずつ繰り上げ，

同表31の項第６号中「118②③」を「118①」に改め，同項第８号中「105」を「105①Ⅱ」に改

め，同項を同表30の項とし，同表中32の項を31の項とし，33の項から36の項までを１項ずつ繰

り上げる。

別表第６農政課（かごしまの食輸出戦略室及びかごしまの食ブランド推進室を含む。）の表

「 「
４の項中 ○ を ○ に改める。

」 」

別表第６農政課（かごしまの食輸出戦略室及びかごしまの食ブランド推進室を含む。）の表

11の項を次のように改める。

11 卸売市  中央卸売 ○

場法（昭 市場の開設
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和46年法 者からの報

律第35号） 告等の徴収

の施行に 及び立入検

関する事 査の実施並

務 びにその結

この項 果の農林水

中卸売市 産大臣への

場 法 を 報告（法12

「法」， ②，政令３

卸売市場 ①③）

法施行令  地方卸売 ○

（昭和46 市場の開設

年政令第 の認定及び

221号） 公示（法13

を「政令」 ①⑥）

という。  地方卸売 ○

市場の業務

規程の変更

の認定（法

14〔６①〕）

 地方卸売 ○

市場の休止

及び廃止の

届出の処理

並びに認定

の失効の公

示 （ 法 14

〔７，８②

③〕）

 地方卸売 ○

市場の開設

者に対する

業務の措置

命令（法14

〔10〕）

 地方卸売 ○

市場の認定

の取消し及

びその公示

（ 法 1 4

〔11〕）

 地方卸売 ○

市場の開設

者からの報

告等の徴収

及び立入検

査 の 実 施

（法14〔12

②〕）

別表第６農政課（かごしまの食輸出戦略室及びかごしまの食ブランド推進室を含む。）の表
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12の項を削り，同表13の項第１号中「含む。）」の次に「及び取消し」を加え，同項を同表12

の項とし，同表中14の項を13の項とし，15の項から18の項までを１項ずつ繰り上げ，同表19の

項第１号中「９①②」を「９」に改め，同項を同表18の項とし，同表中20の項を19の項とする。

別表第６農村振興課の表５の項第７号中「土地」を「農地等」に改め，同項第８号中「農地」

の次に「等」を加え，同項第15号中「43②〔①」を「41②〔39①」に改め，同項第16号中

「43②」を「41②」に改め，同項第17号中「43③」を「41③」に改め，同項第20号中「31」を

「33」に改め，同表15の項第２号中「４①」を「４」に改め，同項第11号中「申請の公告，縦

覧及び意見書の処理（法18③」を「認可に係る関係市町村との協議（法18⑥」に改め，同項第

12号中「18⑤」を「18⑦」に改め，同項第17号中「31①」を「31」に改め，同号を同項第18号

とし，同項中第16号を第17号とし，第15号を第16号とし，第14号を第15号とし，同項第13号中

「20①」を「20」に改め，同号を同項第14号とし，同号の前に次の１号を加える。

 農用地利用集積計 ○

画において賃借権の

設定等を行う場合の

協議についての同意

（法19の２①）

別表第６農村振興課の表に次の１項を加える。

19 棚田地  県棚田地 ○

域振興法 域振興計画

（令和元 の策定（変

年法律第 更を含む。）

42号。以 及 び 公 表

下この項 （法６①⑦

中「法」 ⑧）

という。）  県棚田地 ○

の施行に 域振興計画

関する事 の策定（変

務 更を含む。）

に係る関係

市町村から

の意見聴取

（法６④⑧）

 主務大臣 ○

への指定棚

田地域の指

定 の 申 請

（法７①）

 指定棚田 ○

地域の申請

に係る関係

市町村との

協議（法７

②）

別表第６農業経済課の表13の項事務の種類の欄中「，農業協同組合法等の一部を改正する等

の法律（平成27年法律第63号）第１条の規定による改正前の農業協同組合法を「旧法」」を削

り，同項中第36号を削り，第37号を第36号とし，第38号を削り，同項第39号中「，中央会」及

び「，旧法94」を削り，同号を同項第37号とし，同項中第40号を第38号とし，同項第41号中

「94の２②③」を「94の２②」に改め，同号を同項第39号とし，同項第42号を削り，同項第43

号中「，法人又は中央会」を「又は法人」に改め，「，旧法95①」を削り，同号を同項第40号

とし，同項第44号中「，法人又は中央会」を「又は法人」に改め，「，旧法95②」を削り，同
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号を同項第41号とし，同項中第45号を第42号とし，第46号を第43号とし，第47号を削り，同項

第48号中「又は中央会」及び「，旧法96①」を削り，同号を同項第44号とし，同項中第49号を

第45号とし，第50号から第57号までを４号ずつ繰り上げる。

別表第６経営技術課の表中11の項を12の項とし，２の項から10の項までを１項ずつ繰り下げ，

１の項の次に次の１項を加える。

２ 農業経  ２以上の ○

営基盤強 市町村にお

化促進法 いて農業経

（昭和55 営を営む農

年法律第 業者の農業

65号。以 経営改善計

下この項 画 の 認 定

中「法」 （変更を含

という。） む。）及び

の施行に 取 消 し 等

関する事 （法13の２

務 ①）

別表第６農産園芸課の表４の項事務の種類の欄を次のように改める。

４ 主要農

作物の優

良な種苗

の生産及

び普及に

関する事

務

この項

中鹿児島

県主要農

作物の種

苗の安定

供給に関

する条例

（令和２

年鹿児島

県条例第

25号）を

「条例」

という。

別表第６農産園芸課の表４の項第１号中「種子生産ほ場」を「指定種苗生産ほ場」に，「特

定」を「指定」に，「の届出の受理」を「（条例５）」に改め，同項第２号中「ほ場及び生産

物の審査」を「指定種苗生産ほ場に係るほ場審査及び生産物審査」に改め，「及び方法」を削

り，「決定」の次に「（条例６②④）」を加え，同項第３号中「主要農作物種子審査員」を

「主要農作物種苗審査員」に，「身分証票」を「身分証」に改め，同号所長名の欄中「大隅地

域振興局長」を「大隅地域振興局長 支庁長」に改め，同項第４号中「交付」の次に「（条例

６②④）」を加え，同号所長名の欄中「大隅地域振興局長」を「大隅地域振興局長 支庁長」

に改め，同項第５号中「種子生産者」を「指定種苗生産者」に，「種子の｣を「種苗の」に，

「の必要な勧告等」を「に必要な指導等（条例７）」に改める。

別表第６農地保全課の表に次の１項を加える。

６ 農業用  農業用た ○

ため池の め池のデー
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管理及び タベースの

保全に関 公表（法４

する法律 ③）

（平成31  農業用た ○ 地域振

年法律第 め池に関す 興局長

17号）の る国の行政 支庁

施行に関 機関の長又 長

する事務 は市町村長

この項 への情報の

中農業用 提供の要求

ため池の （法４④）

管理及び  農業用た ○ 地域振

保全に関 め池の管理 興局長

する法律 上必要な措 支庁

を「法」， 置 の 勧 告 長

農業用た （法６）

め池の管  特定農業 ○

理及び保 用ため池の

全に関す 指定及び指

る法律施 定の解除並

行令（令 びにそれら

和元年政 に係る公示

令第22号） （法７①③

を「政令」 ⑤）

という。  特定農業 ○

用ため池の

指定及び指

定の解除に

係る関係市

町村長の意

見 の 聴 取

（法７②⑤）

 特定農業 ○ 地域振

用ため池の 興局長

制限行為の 支庁

許可及び許 長

可に代わる

協議につい

て の 決 定

（法８①③）

 特定農業 ○ 地域振

用ため池の 興局長

防災工事に 支庁

関する計画 長

の変更の命

令（法９②）

 特定農業 ○ 地域振

用ため池の 興局長

防災工事の 支庁

施行に関す 長
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る命令（法

10）

 特定農業 ○

用ため池の

防災工事の

代執行及び

それに係る

公告（法11

①）

 特定農業 ○ 地域振

用ため池の 興局長

所有者等の 支庁

探索（法11 長

①Ⅱ）

 特定農業 ○

用ため池の

防災工事の

代執行に要

した費用の

徴収（法11

②）

 特定農業 ○

用ため池の

施設管理権

設定の裁定

申請の公告

及び所有者

へ の 通 知

（法14①）

 特定農業 ○

用ため池の

施設管理権

設定の裁定

並びに市町

村長への通

知及び公告

（法15①，

16①）

 特定農業 ○

用ため池の

施設管理権

の存続期間

の延長につ

いての裁定

（法17③）

 農業用た ○ 地域振

め池の所有 興局長

者等に対す 支庁

る管理状況 長

の報告徴収
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及び立入調

査 の 実 施

（法18①）

 農業用た ○ 地域振

め池の指定 興局長

等のための 支庁

立入調査の 長

実施及び土

地占有者へ

の通知（法

18②③）

 他人の占 ○

有する土地

への立入り

により生じ

た損失補償

の決定（法

18⑦）

 農業用た ○ 地域振

め池への立 興局長

入り等に係 支庁

る市町村長 長

への協力の

要求（法18

⑧）

 農業用た ○ 地域振

め池の届出 興局長

の催告（法 支庁

附則２③） 長

別表第６都市計画課生活排水対策室の表１の項事務の種類の欄中「下水道法の」を「下水道

法（昭和33年法律第79号）の」に改め，同項第１号中「２の２①⑤⑥⑨」を「２の２①⑥⑦⑨」

に改め，同表２の項事務の種類の欄中「浄化槽法の」を「浄化槽法（昭和58年法律第43号）の」

に改め，同項第５号中「７の２①②③」を「７の２」に改め，同項中第21号を第28号とし，第

16号から第20号までを７号ずつ繰り下げ，第15号を第21号とし，同号の次に次の１号を加える。

 特定既存単独処理 ○ 地域振

浄化槽の除却等につ 興局長

いての勧告及び命令 支庁

等（法附則11①②③） 長

別表第６都市計画課生活排水対策室の表２の項中第14号を第20号とし，同項第13号中「12の

２①②③」を「12の２」に改め，同号を同項第15号とし，同号の次に次の４号を加える。

 浄化槽処理促進区 ○

域の指定（変更又は

廃止を含む。）に係

る協議に対する回答

（法12の４②④）

 浄化槽の設置に関 ○ 地域振

する計画の作成（変 興局長

更を含む。）に係る 支庁

協議についての同意 長

（法12の５④⑤）
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 浄化槽台帳の作成 ○ 地域振

（法49①） 興局長

支庁

長

 浄化槽に関する情 ○ 地域振

報の提供の要求（法 興局長

49②） 支庁

長

別表第６都市計画課生活排水対策室の表２の項中第12号を第14号とし，第11号を第13号とし，

同項第10号中「廃止」を「浄化槽の使用廃止」に，「11の２」を「11の３」に改め，同号を同

項第12号とし，同項第９号の次に次の２号を加える。

 浄化槽の使用休止 ○ 地域振

の届出の処理（法11 興局長

の２①） 支庁

長

 浄化槽の使用再開 ○ 地域振

の届出の処理（法11 興局長

の２②） 支庁

長

別表第６建築課の表１の項事務の種類の欄中「建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関

する省令」を「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令」に

改め，同項中第125号を第129号とし，第117号から第124号までを４号ずつ繰り下げ，同項第

116号中「21①」を「21」に改め，同号を同項第120号とし，同項第115号中「20①」を「20」

に改め，同号を同項第119号とし，同項中第114号を第118号とし，第108号から第113号までを

４号ずつ繰り下げ，同項第107号中「並びに」を「及びそれらの工事の状況報告の徴収並びに」

に，「86の８③⑥」を「86の８③④⑤⑥」に改め，同号を同項第108号とし，同号の次に次の

３号を加える。

(109) 用途変更を２以上 ○ ○ 地域振 地域振興

の工事に分けて行う 興局長 局長及び

建築物の工事の全体 支庁 支庁長は，

計画認定及びそれら 長 告示によ

の工事の状況報告の り指定さ

徴収並びに全体計画 れた建築

に従って工事を行っ 確認区分

ていない場合の措置 に係る建

命令及び取消し（法 築物に限

87の２〔86の８④⑤ る。

⑥〕）

(110) 用途変更を２以上 ○ ○ 地域振 地域振興

の工事に分けて行う 興局長 局長及び

建築物の工事の全体 支庁 支庁長は，

計画変更認定及びそ 長 告示によ

れらの工事の状況報 り指定さ

告の徴収並びに全体 れた建築

計画に従って工事を 確認区分

行っていない場合の に係る建

措置命令及び取消し 築物に限

（法87の２②〔86の る。

８③④⑤⑥〕）

(111) 一時的に他の用途 ○ ○ 地域振 地域振興
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として使用する建築 興局長 局長及び

物に関する許可及び 支庁 支庁長は，

それに係る同意手続 長 告示によ

（法87の３③④⑤⑥ り指定さ

⑦） れた建築

確認区分

に係る建

築物に限

る。

別表第６建築課の表１の項中第106号を第107号とし，同項第105号中「86の６」を「86の６

②」に改め，同号を同項第106号とし，同項中第104号を第105号とし，第97号から第103号まで

を１号ずつ繰り下げ，同項第96号中「及びその承認」を削り，同号備考の欄中「承認並びに」

を削り，同号を同項第97号とし，同項中第95号を第96号とし，第81号から第94号までを１号ず

つ繰り下げ，同項第80号中「77の35①②」を「77の35」に改め，同号を同項第81号とし，同項

中第79号を第80号とし，第78号を第79号とし，第77号を第78号とし，同項第76号中「（法77の

31」を「並びにその旨の国土交通大臣への報告（法77の31①②③」に改め，同号を同項第77号

とし，同項第75号中「監督命令」の次に「及びそれに係る公示」を加え，同号を同項第76号と

し，同項中第74号を第75号とし，第68号から第73号までを１号ずつ繰り下げ，同項第67号中

「〔70①，73①②〕」を削り，同号を同項第68号とし，同項中第66号を第67号とし，第40号か

ら第65号までを１号ずつ繰り下げ，同項第39号中「53④⑤Ⅲ⑦」を「53④⑤⑥Ⅲ⑨」に改め，

同号を同項第40号とし，同項中第38号を第39号とし，第27号から第37号までを１号ずつ繰り下

げ，同項第26号中「の取得手続」を「手続」に改め，同号を同項第27号とし，同項中第25号を

第26号とし，第24号を第25号とし，同項第23号中「42①Ⅳ②③④」を「42①Ⅳ②③④⑥」に改

め，同号を同項第24号とし，同項中第22号を第23号とし，第13号から第21号までを１号ずつ繰

り下げ，同項第12号中「保安上危険となり，又は衛生上有害となるおそれがある建築物等」を

「著しく保安上危険な建築物等の所有者等」に，「勧告等」を「勧告及び命令」に改め，同号

を同項第13号とし，同項第11号の次に次の１号を加える。

 保安上危険な建築 ○ 地域振

物等の所有者等に対 興局長

する指導及び助言 支庁

（法９の４） 長

別表第６建築課の表３の項事務の種類の欄中「，宅地建物取引業法施行細則（昭和47年鹿児

島県規則第31号）を「細則」」を削り，同項第６号中「それ」を「その移転並びにそれら」に

改め，「19②」の次に「，19の２」を加え，同項第10号中「15の４①」を「15の４」に改め，

同項第16号中「74④」を「74⑤」に改め，同項第17号中「72①②」を「72①③」に改め，同項

第18号中「78の２」を「78の３」に改め，同項第19号中「４の２①②，４の３①②③」を「４

の２，４の３」に改め，同項第24号を削り，同項中第25号を第24号とし，第26号を第25号とし，

第27号を第26号とする。

別表第６建築課住宅政策室の表２の項第２号中「29②⑥⑦」を「29⑥⑦」に，「２①Ⅵ」を

「２①Ⅳ」に，「31，33①②」を「31①②③，33①②，33の２①②，33の３①②」に改め，

「39」の次に「，41③④」を加え，同項第３号中「〔16⑤，19〕」及び「〔17〕」を削り，同

項第６号中「８②」の次に「，８の２①⑥」を加え，同項第11号中「29①②⑧」を「29①⑧」

に改め，同項第12号中「36①③〔33②〕」を「36①」に，「41①③④」を「41①」に改め，同

項第14号中「37①⑤⑥」を「37①⑥」に改め，同項第20号中「12」を「13」に改め，同項第23

号中「12」を「12②③」に改め，同項第25号中「19①③」を「19①④」に改め，同表８の項第

８号中「12」を「12②③」に改め，同項第14号中「18」の次に「〔17②〕」を加え，同項第16

号中「20①③」を「20①④」に改め，同項第18号中「，規則16」を削り，同項第19号中「，規

則17」を削る。

別表第６危機管理課（防災対策室を含む。）の表中「危機管理課（防災対策室を含む。）」

を「危機管理課」に改め，同表１の項第10号中「42④⑤」を「42⑤⑥」に改め，同項第24号中



- 33 -

鹿 児 島 県 公 報 令和２年３月31日（火）第93号の19

「74の３」を「74の４」に改め，同項第25号中「74の２①」を「74の３①」に改め，同項第26

号中「74の２④」を「74の３④」に改め，同表３の項を削り，同表４の項中第３号を削り，第

４号を第３号とし，第５号を第４号とし，同項を同表３の項とし，同表中５の項を４の項とし，

６の項を削り，７の項を５の項とし，同表の次に次の１表を加える。

災害対策課

決 裁 区 分

受

知 専 決 者 任

合議 者
事務の種類 事 項 所長名 備 考

先 副 部 課 課 係 所 所

長
知

事 補

事 長 長 佐 長 長 長

１ 災害対  県災害対 ○

策基本法 策本部の設

（昭和36 置（法23①）

年法律第  関係行政 ○

223号） 機関の長等

の施行に への資料又

関する事 は情報の提

務 供等の要求

この項 （法23⑦）

中災害対  派遣職員 ○

策基本法 に関する資

を「法」， 料の内閣総

災害対策 理大臣への

基本法施 提出及び当

行令（昭 該資料の指

和37年政 定行政機関

令第288 の長等との

号 ） を 交換（法33）

「政令」，  防災に関 ○

災害応急 する物資及

措置の業 び資材の備

務従事者 蓄，整備及

に係る損 び点検並び

害補償に に施設及び

関する条 設備の整備

例施行規 及 び 点 検

則（昭和 （法46①）

39年鹿児  防災訓練 ○

島県規則 の実施（法

第28号） 48）

を「規則」  災害に関 ○

という。 する情報の

収集及び伝

達（法51）

 災害の状 ○

況及び対策

措置の概要
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についての

内閣総理大

臣への報告

（法53②）

 予想され ○

る災害の事

態及びこれ

に対する措

置に係る関

係指定地方

行政機関の

長等への通

知又は要請

（法55）

 電気通信 ○

設備等の優

先的な利用，

使用等の要

求（法57，

61の３）

 災害発生 ○

時における

市町村の事

務である避

難の指示等

の措置の全

部又は一部

の代行及び

その旨の公

示（法60⑥

⑦）

 避難の指 ○

示等の措置

に関する市

町村への助

言（法61の

２）

 市町村長 ○

等からの応

援の要求又

は災害応急

対策の実施

の要請につ

いての決定

（法68）

 指定行政 ○

機関の長等

に対する応

急措置の実

施の要請等
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（法70③）

 応急措置 ○

を実施する

ために必要

な従事命令

等並びに公

用令書，公

用変更令書

及び公用取

消令書の交

付（法71①，

81①，政令

34①）

 市町村長 ○

に対する応

急措置の実

施等の指示

及び災害応

急対策の実

施等の要求

（法72①②）

 災害発生 ○

時における

市町村の事

務である応

急措置の全

部又は一部

の代行及び

その旨の公

示（法73①

②）

 災害発生 ○

時の災害応

急対策の実

施について

の他の都道

府県知事等

又は指定行

政機関の長

等に対する

応援の要求

等（法74①，

74の４）

 内閣総理 ○

大臣による

他の都道府

県知事に対

する応援要

請 の 要 求

（法74の３
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①）

 市町村長 ○

に対する災

害発生市町

村長の応援

の要求（法

74の３④）

 応急公用 ○

収用等の処

分に係る損

失補償の決

定（法82①）

 従事命令 ○

により応急

措置の業務

に従事した

者に係る実

費弁償の支

出 の 決 定

（法82②）

 従事命令 ○

により応急

措置の業務

に従事した

者に係る損

害補償の額

の決定及び

関係者への

通知（法84

②，規則４）

 都道府県 ○

外広域一時

滞在に関す

る協議，報

告及び通知

（法86の９

②③④⑧⑨

⑫⑬，86の

11）

 広域一時 ○

滞在の協議

等の代行及

びそれに係

る公示（法

86の10①②）

 広域一時 ○

滞在に関す

る市町村へ

の助言及び

都道府県外
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広域一時滞

在等に関す

る内閣総理

大臣の助言

の要求（法

86の12）

 指定公共 ○

機関等への

被災者の運

送の要請等

（法86の14）

 安否情報 ○

の 提 供 等

（法86の15

①③④）

 指定行政 ○

機関の長等

への物資又

は資材の供

給のための

必要な措置

等の要請等

（法86の16

①，86の18）

 物資又は ○

資材の供給

のための必

要な措置の

実施（法86

の16②）

 避難の指 ○

示等の措置

の代行に係

る事務の市

町村長への

引継ぎ（政

令23の２①）

 市町村長 ○

に対する事

務の代行の

終了及び代

行した避難

の指示等の

措置の通知

（政令23の

２②）

 災害時に ○

おける事務

の委託に関

す る 協 議
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（政令28①

②，31①②）

 災害時に ○

おける事務

の委託等に

ついての公

示及び総務

大臣への届

出並びに議

会への報告

（政令28③

④，31③④）

 応急措置 ○

等の代行に

係る事務の

市町村長へ

の 引 継 ぎ

（政令30②，

36の３①）

 市町村長 ○

に対する事

務の代行の

終了及び代

行した応急

措置等の通

知（政令30

③，36の３

②）

 自衛隊の ○

災害派遣要

請（自衛隊

法（昭和29

年 法 律 第

165号 ） 83

①）

 自衛隊等 ○

の出動要請

に係る事務

連絡

２ 防災行  無線局の ○

政無線に 設置の決定

関する事 及び免許の

務 申請（電波

この項 法６）

中電波法  工事設計 ○

（昭和25 等の変更の

年法律第 許可申請等

131号 ） （電波法９

を「電波 ①②④）

法」，電  予備免許 ○
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気事業法 後の工事の

を「電事 落成の届出

法」とい （電波法10）

う。  無線局の ○

再免許申請

（電波法15）

 無線設備 ○

の設置場所

の変更等の

申請（電波

法17）

 無線局の ○

廃止の決定

及びその届

出（電波法

22）

 無線従事 ○

者の選任又

は解任の届

出（電波法

51〔39④〕）

 電気主任 ○

技術者の選

任又は解任

の届出（電

事法43）

 自家用電 ○

気工作物の

工事計画等

の届出（電

事法48）

 防災行政 ○

無線等の新

増設の計画

の決定

 無線施設 ○

の保守実施

計画の決定

３ 活動火 予想される ○

山対策特 災害の事態及

別措置法 びこれに対す

（昭和48 る措置に係る

年法律第 関係指定地方

61号。以 行政機関の長

下この項 等への通報又

中「法」 は要請（法12

という。） ②）

の施行に

関する事

務
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４ 強くし 国土強靱化 ○

なやかな 地域計画の策

国民生活 定（法13）

の実現を

図るため

の防災・

減災等に

資する国

土強靱化

基 本 法

（平成25

年法律第

95号。以

下この項

中「法」

という。）

の施行に

関する事

務

別表第６消防保安課の表９の項第50号中「18②Ⅴ」を「18②ⅤⅧ」に改め，同項第61号中

「18②Ⅸ」を「18②Ⅷ」に改め，同項第85号及び第87号中「18①Ⅰ」を「18①」に改め，同表

11の項第１号中「45②」を「169②」に改め，同項第２号中「46①，47①，47の２①②，政令

12①」を「171①，172①，173①②，政令14①」に改める。

附 則

この規則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号

に定める日から施行する。

 別表第６生活衛生課の表１の項，８の項及び９の項の改正規定 令和２年６月１日

 別表第６水産振興課の表の改正規定及び別表第６農政課（かごしまの食輸出戦略室及び

かごしまの食ブランド推進室を含む。）の表の改正規定（４の項に係る部分を除く。）

令和２年６月21日

 別表第６社会福祉課の表の改正規定 令和３年１月１日


